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第２号議案 東京都市計画 生産緑地地区の変更 
 

１ 議案の趣旨 
本案件は、生産緑地地区の追加指定及び削除に伴う都

市計画変更を提案するものである。 

 

２ 生産緑地地区の現況 
都市農地は、緑地、オープンスペース、延焼遮断、避難

場所など、良好な都市環境を形成する機能を有している

が、近年、農業従事者の高齢化や後継者不足により件数、

面積ともに減少傾向にある。 

市街化区域内においては、農地等を生産緑地地区とし

て都市計画決定することで、所有者が固定資産税の減免

等の優遇措置を受けることができ、農業を続けやすくな

る事から、農地等の保全につながっている。 

平成２９年度に生産緑地法及び足立区生産緑地地区指

定基準細則の改正に基づき、指定に関する下限面積の見

直しや一団の考え方の緩和※を行い、新規・追加の指定が

しやすくなるための取組みを行っている。 

 

※一団の考え方の緩和 

  二区画以上で一団とする場合は、一区画

の最低面積は概ね 200 ㎡以上としていた

が、平成２９年度の法改正に伴い区指定基

準を 100㎡以上に変更した。 

３ 生産緑地地区と上位計画との関連 
年々減少傾向にある都市農地の維持・保全を図るため、

以下の内容を上位計画に位置付けている。 

 

 

 

 

 生産緑地 特定生産緑地 

上位 

計画 

都市計画マスタープラン 

（Ｈ２９年１０月改定） 

第三次緑の基本計画 

（Ｒ２年１２月改定） 

内容 

「生産緑地地区は、都市

農地の多面的な機能を重

視し、その維持・保全を

図る観点から積極的に指

定する」としている。 

「特定生産緑地地区は、生

産緑地地区の指定から３０

年を経過しても税制優遇が

受けられるため、農業者の

意向を踏まえながら指定を

推進する」としている。 

指定 

年数 
３０年 １０年毎に更新可能 

生産緑地地区の事例（舎人区民農園） 

区画 

区画 

( 一 団 ) 

 

一団のイメージ 

差し替え 
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４ 変更概要 

（１）生産緑地地区の内訳 

内  容 件  数 面  積 

変更前 １６７件 
 約 ２５７,３４０㎡ 

 （約２５.７３ha） 

◎新規指定 ０件         ０㎡ 

○追加指定 １件 約  ＋  １８０㎡ 

■削  除 ７件 約  －５，４５０㎡ 

▲部分削除 ２件 約  －１，０３０㎡ 

★精査によ

る面積変更 
１件 約     －１０㎡ 

変更後 
１６０件 

《７件減少》 

 約 ２５１,０３０㎡ 

 （約２５.１０ha） 

《約０.６３ha 減少》 

《約２.４％ 減少》 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新規指定 ・・・・・ 生産緑地地区を新たに追加する 

○追加指定 ・・・・・ 既存の生産緑地地区に追加する 

■削  除 ・・・・・ 生産緑地地区の全てを削除する 

▲部分削除 ・・・・・ 生産緑地地区の一部を削除する 

★精査による面積変更 ・・ 地区の位置は変わらず、面積

が変更 

 

（参考）近年の件数、面積の変化 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

件数(件) １８９ １７８ １７５ １６７ １６０ 

面積(ha) 
約 

２８.８５ 

約 

２７.８０ 

約 

２７.０７ 

約 

２５.７３ 

約 

２５.１０ 
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（２）○追加指定（１件) 
地区番号 位  置 追加面積(㎡) 追加範囲 理 由 議案説明資料のページ 

７０ 西伊興一丁目地内 約  １８０ 地区の一部 追加申請 Ｐ.１１ 

 

（３）■削除（７件) 
地区番号 位  置 削除面積(㎡) 削除範囲 理 由 議案説明資料のページ 

７１ 西伊興二丁目地内 約１,３６０ 地区の全部 申出基準日の到来※ Ｐ. １１ 

２３５ 谷中五丁目地内 約  ８００ 地区の全部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １２ 

２３８ 谷中四丁目地内 約  ５４０ 地区の全部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １２ 

２３９ 谷中四丁目地内 約  ７００ 地区の全部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １３ 

２４０ 谷中四丁目地内 約  ７２０ 地区の全部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １３ 

２４１ 谷中三丁目地内 約  ６１０ 地区の全部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １３ 

２７８ 古千谷本町二丁目地内 約  ７２０ 地区の全部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １４ 

 

 

 

（４）▲部分削除（２件) 
地区番号 位  置 削除面積(㎡) 削除範囲 理 由 議案説明資料のページ 

１９ 入谷二丁目地内 約 ３２０ 地区の一部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １５ 

２０９ 興野二丁目地内 約 ７１０ 地区の一部 主たる従事者の死亡 Ｐ. １６ 

 

（５）★精査による面積変更（１件) 
地区番号 位  置 追加面積(㎡) 削除面積(㎡) 議案説明資料のページ 

２７８ 古千谷本町二丁目地内 ― 約   １０ Ｐ. １４ 
 

 

※申出基準日の到来 

申出基準日とは、生産緑地地区の都市計画決定から３０年が経過する日。その日以後、所有者はいつでも区長に対し買取りの申出を

することができる。 



１０ 

 

 

 

 

①本木北町  ④千住寿町    ⑦千住宮元町 
②本木東町  ⑤千住龍田町  ⑧千住仲町 
③千住柳町  ⑥千住中居町  ⑨千住河原町 

 

 

 

 

  

番号 位 置 
(住居表示) 

議案説明資料 
ページ数 

凡例 

凡 例 

○ 追加指定 

■ 削除 

▲ 部分削除 

★ 精査による面積変更 

種別 

○ ７０ 西伊興一丁目８番 P.11 

■ ７１ 西伊興二丁目１２番 P.11 

▲ １９ 入谷二丁目１５番 P.15 

▲ ２０９ 興野二丁目２８番 P.16 

■ ２４０ 谷中四丁目１０番 P.13 

■ ２３５ 谷中五丁目２番 P.12 

■ ２３９ 谷中四丁目１２番 P.13 

■ ２４１ 谷中三丁目１２番 P.13 

■ ２３８ 谷中四丁目１３番 P.12 

■★ ２７８ 古千谷本町二丁目９番 P.14 
東京都市計画⽣産緑地地区変更位置図

★ 
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令和 7 年 7 月 8 日 地区番号７０ 

★議案書３３ページ参照 ７０ 西伊興一丁目８番 ７１ 西伊興二丁目１２番 
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★議案書３５ページ参照 ２３５ 谷中五丁目２番 ２３８ 谷中四丁目１３番 
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★議案書３５ページ参照 ２３９ 谷中四丁目１２番 ２４０ 谷中四丁目１０番 ２４１ 谷中三丁目１２番 
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★議案書３６ページ参照 ２７８ 古千谷本町二丁目９番 



 

１５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★議案書３２ページ参照 １９ 入谷二丁目１５番 



１６ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★議案書３４ページ参照 ２０９ 興野二丁目２８番 



 

１７ 

５ 都市計画手続きの経緯と今後の予定 

        令和７年 ８月１５日         都市計画法第１９条に基づく東京都知事協議の回答（意見なし） 

            １０月 ８日～１０月２２日  都市計画法第１７条に基づく都市計画案の公告・縦覧 

 

            １１月 ５日         第８４回足立区都市計画審議会（審議） 

            １１月 中旬         都市計画決定・告示 

            １２月 上旬         農地等利害関係人に通知 
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